
【
問
合
せ
・
申
込
み
】

　
子
育
て
支
援
課�
保
育
班

�

☎
７
７
３

－

６
８
２
２

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト（
意
見
募
集
）

第
２
期
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業

計
画
（
案
）

　
幼
児
教
育
・
保
育
の
総
合
的
な
提
供
と

確
保
な
ど
を
図
る
こ
と
を
目
的
に
「
第
２

期
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画
」
の

策
定
を
進
め
て
い
ま
す
。

　
令
和
２
年
〜
令
和
６
年
度
の
５
年
間
の

基
本
と
な
る
計
画
の
策
定
に
あ
た
っ
て
、

み
な
さ
ん
の
意
見
を
計
画
に
反
映
さ
せ
る

た
め
に
意
見
を
募
集
し
ま
す
。

※�

お
寄
せ
い
た
だ
い
た
意
見
は
、
子
ど
も

子
育
て
会
議
で
の
考
え
方
と
と
も
に
公

表
し
ま
す
。
た
だ
し
、
個
々
の
意
見
に

直
接
回
答
は
し
ま
せ
ん

閲
覧
・
意
見
募
集
期
間

　
１２
月
６
日
㈮
〜
令
和
２
年
１
月
６
日
㈪

閲
覧
窓
口

・�

子
育
て
支
援
課�

保
育
班
、
大
和
・
塩

沢
市
民
セ
ン
タ
ー

・�

市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（「
子
ど
も
・
子
育

て
支
援
事
業
計
画
案
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ

ン
ト
」
で
検
索
）

意
見
の
提
出
方
法

　

住
所
・
氏
名
を
明
記
し
、「
子
ど
も
・

子
育
て
支
援
事
業
計
画
（
案
）
パ
ブ
リ
ッ

ク
コ
メ
ン
ト
」
と
記
入
し
て
、
次
の
方
法

で
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

①
窓
口
に
持
参

閲
覧
窓
口
に
、
書
面
を
ご
持
参
く
だ
さ

い
。

②
郵
送　
〒
９
４
９

－

６
６
９
６

　
南
魚
沼
市
六
日
町
１
８
０
番
地
１

南
魚
沼
市
役
所�

子
育
て
支
援
課�

保
育

班
宛
て

③
Ｆ
Ａ
Ｘ　
７
７
３

－

６
７
２
４

「
子
育
て
支
援
課�

保
育
班
宛
て
」
と
ご

記
入
く
だ
さ
い
。

④
メ
ー
ル　

hoiku@

　
city.m

inam
iuonum

a.lg.jp
⑤
市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

　
入
力
フ
ォ
ー
ム
に
入
力
し
、
送
信

※�

電
話
や
口
頭
で
な
ど
、
記
録
に
残
ら
な

い
方
法
で
は
受
け
付
け
ま
せ
ん

意
見
な
ど
と
市
の
考
え
方
の
公
表
時
期

　
令
和
２
年
３
月
１
日
㈰

【
問
合
せ
】
環
境
交
通
課

�

☎
７
７
３

－

６
６
６
６

冬
の
交
通
事
故
防
止
運
動

　
１２
月
１１
日
㈬
〜
２０
日
㈮
ま
で
「
冬
の
交

通
事
故
防
止
運
動
」
が
実
施
さ
れ
ま
す
。

ス
ロ
ー
ガ
ン

　
「
ゆ
ず
り
合
う�

心
あ
っ
た
か�

冬
の
道
」

運
動
の
重
点

・
飲
酒
運
転
の
根
絶

・
横
断
歩
行
者
の
保
護

・
冬
道
の
安
全
走
行

　
飲
酒
運
転
は
、
運
転
者
本
人
、
同
乗
者
、

酒
の
提
供
者
が
厳
し
く
罰
せ
ら
れ
る
だ
け

で
な
く
、
被
害
者
や
そ
の
家
族
の
人
生
を

大
き
く
狂
わ
せ
ま
す
。「
飲
酒
運
転
を
絶

対
に
し
な
い
、
さ
せ
な
い
、
許
さ
な
い
」

を
徹
底
し
、
飲
酒
運
転
を
根
絶
し
ま
し
ょ

う
。【

問
合
せ
・
申
込
み
】

　
市
民
課�

国
保
年
金
係　

�

☎
７
７
３

－

６
６
６
１

令
和
２
年
度 

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

人
間
ド
ッ
ク
費
用
補
助
金

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
加
入
者
で
、

対
象
条
件
を
満
た
し
、
人
間
ド
ッ
ク
を
受

診
す
る
人
に
補
助
金
（
償
還
払
い
）
を
支

給
し
ま
す
。

　
人
間
ド
ッ
ク
を
受
診
す
る
前
に
、
お
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。

　
申
し
込
み
後
に
、
請
求
方
法
を
記
載
し

た
通
知
を
送
付
し
ま
す
。

対
象
条
件
（
す
べ
て
満
た
す
こ
と
）

・�

市
の
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
し

て
い
る

・
保
険
料
の
滞
納
が
な
い

・�

令
和
２
年
度
の
住
民
健
診
を
受
診
し
な

い
（
住
民
健
診
と
重
複
し
た
場
合
、
補

助
金
の
支
給
は
で
き
ま
せ
ん
）

・�

市
と
新
潟
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連

合
で
、
検
診
結
果
の
閲
覧
、
管
理
、
利

用
を
す
る
こ
と
に
同
意
で
き
る

対
象
受
診
期
間　

　
令
和
２
年
４
月
〜
令
和
３
年
３
月

補
助
金
額　
１
０
，０
０
０
円

締
切
り　
令
和
２
年
５
月
２９
日
㈮

申�

込
み　
市
民
課�

国
保
年
金
係
、大
和
・

塩
沢
市
民
セ
ン
タ
ー

※�

電
話
受
付
は
、
市
民
課�

国
保
年
金
係

の
み

　
人
間
ド
ッ
ク
の
受
診
費
用
は
、
住
民
健

診
に
比
べ
て
高
額
で
す
。

　
人
間
ド
ッ
ク
の
費
用
や
基
本
検
査
・
オ

プ
シ
ョ
ン
検
査
の
内
容
は
、
受
診
を
希
望

す
る
健
診
機
関
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。
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